
JP 2012-517929 A 2012.8.9

10

(57)【要約】
本発明は、相互に空間的に分離した複数のガラスユニッ
ト（２４、３２、１２、１４、２０、２２）を有する車
両用ミラーアセンブリに関するものであり、各ガラスユ
ニット（２４、３２）はミラーガラス（３０、３４）と
該ミラーガラス（３０、３４）の周囲を囲むフレーム（
２８、３６）を有し、ガラスユニット（２４、３２）の
うちの１つには常設視覚マーキング（３８、４０）が施
される。常設視覚マーキングは、ミラーガラスの色調及
び／又は反射率、及び／又はフレームの色を異ならせる
ことによって実現される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の空間的に分離したガラスユニット（２４、３２；１２、１４、２０、２２）を有
する車両用ミラーアセンブリであって、
　ガラスユニット（２４、３２）はそれぞれミラーガラス（３０、３４）及び該ミラーガ
ラス（３０、３４）を取り囲むフレーム（２８、３６）からなり、
　前記ガラスユニット（２４、３２）のうち少なくとも１つには常設視覚マーキング（３
８、４０）が施されており、
　前記常設視覚マーキングはそれぞれのガラスユニット（３２）のフレーム（３６）の彩
色によるマーキング（４０）からなることを特徴とするミラーアセンブリ。
【請求項２】
　前記ガラスユニットのうちの１つ（２４）は２００３年１１月１０日の欧州議会及び理
事会指令２００３／９７／ＥＣのクラスＩＩ又はＩＩＩに従うメインミラーの視界を備え
るミラーガラス（３０）を有すること、及び該メインミラーのガラスユニット（２４）は
、前記常設視覚マーキング（３８、４０）を施されていることを特徴とする請求項１に記
載のミラーアセンブリ。
【請求項３】
　別のガラスユニット（３２）は２００３年１１月１０日の欧州議会及び理事会指令２０
０３／９７／ＥＣのクラスＩＶに従う広角ミラーの視界を備えるミラーガラス（３４）を
有することを特徴とする請求項２に記載のミラーアセンブリ。
【請求項４】
　前記常設視覚マーキング（３８）はそれぞれのミラーガラス（３０）の色調であること
を特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のミラーアセンブリ。
【請求項５】
　前記色調は青い色調（３８）であることを特徴とする請求項４に記載のミラーアセンブ
リ。
【請求項６】
　前記常設視覚マーキング（４０）は、それぞれのミラーガラスの反射率の大きさよりな
ることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のミラーアセンブリ。
【請求項７】
　クラスＩＩ又はＩＩＩに従うメインミラーのミラーガラス（３０）の夜間の光の中での
反射率は、他のミラーガラス（３４）の反射率よりも少なくとも１０％小さいことを特徴
とする請求項６に記載のミラーアセンブリ。
【請求項８】
　前記ガラスユニット（２４、３２）が内部に配置されたハウジング（２６）を有するこ
と、及び１つのガラスユニット（２４）のフレーム（２８）の色をミラーアセンブリのハ
ウジング（２６）の色と異ならせることによって前記常設視覚マーキングが実現されるこ
とことを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のミラーアセンブリ。
【請求項９】
　視覚マーキングを有する少なくとも１つのガラスユニットが、視覚的マーキングを有さ
ない別の少なくとも１つのガラスユニットとともに、車両に固定するための共通のマウン
トを装備されたミラーシステムの共通部分を形成していることを特徴とする請求項１から
８のいずれかに記載のミラーアセンブリ。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載のミラーアセンブリを備えることを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用ミラーアセンブリ及びミラーアセンブリを備える車両に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、実用車両に取り付けられる、運転者が背後の領域に加えて死角の領域を見られる
ようにするためのバックミラーの数は、確実に増加している。とりわけトレーラーを有す
る実用車両の場合には、また例えばランプウェーに接近している時やバックしている時に
は、運転者は車両の左右の領域をできる限り広範囲に見る必要がある。狭い空間で運転し
ている時には、運転者の視線の方向は行ったり来たりする。つまり、運転者は左右の外装
ミラーを交互に見ることにより、車両の状態を確認する。ここで、例えば互いに隣接して
、あるいは車両の反対側に配置された複数のミラーの中から、特定のミラーに視線を「定
める」には、常に一定の時間を要する。このように瞬時に必要なミラーに視線を定めるこ
とは、個々のミラーを通して視界に広がる領域の明るさの程度が異なっている場合には、
更に難しくなりうる。このことにより、個人の習性に依存して、より明るいミラー、暗い
ミラー、上にあるミラー、下にあるミラー、より凸状の曲面を有するミラー、あるいはよ
り凸状でない曲面を有するミラーを運転者が好んで見るようになる。例えば、複数の同一
のランプウェーのうちの一つから出発する時のように、個々のミラーがよく似た物や同一
の物をわずかに異なる視点から映している状況においては、運転者はますます「間違った
ミラー」（又は間違った鏡映像）によって誘導されやすくなる。しかしながら、おそらく
最も危ない状況が発生するのは、複数のミラーを視線が移動する頻度がかなり低くなり、
その結果、正しいミラーを「捉えるトレーニング効果」に加えてそこに見える領域への視
力調節が、例えば幹線道路におけるような「正常な」走行の場合よりも迅速に働かなくな
るような運転状況においてである。例えば、前方へ走行している時に通常左の外装ミラー
ばかり見ていると、その目で追い越しを完遂するために複数の右側の外装ミラーの中から
正しいミラーを選別するには、長い時間がかかりすぎてしまうだろう。
【０００３】
　特許文献１には、危険な状況になった時に運転者の視線が適切なミラーに導かれる自動
車の警告装置が開示されている。例えば後方の障害物から車両までの距離を計測する車両
のセンサーとミラーが関連付けされていて、この距離があらかじめ定めた距離よりも短く
なるとすぐに例えば外付けされているか内部に組み込まれている照明手段（例としてＬＥ
Ｄ）を作動させることにより、ミラーがマーキングされるというものである。
【０００４】
　特許文献１で提示される警告装置においては、運転者の視線を適切なミラーに導く点に
効力を有するが、その効力は、例えば距離が最小の距離よりも短くなった時にのみ限定的
に現れる（一方で危険な状況が回避された後には再びその効力は消滅する）ものであり、
即ち一般則としてではなく状況に応じて作用するものであるということが難点である。
【０００５】
　本発明に使用するのに特に適したミラーアセンブリはさらに、特許文献２～６に開示さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１２５３５７３号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００７０１３０２８号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１００３６８７５号明細書
【特許文献４】独国実用新案出願公開第７７０２７４８号明細書
【特許文献５】独国実用新案出願公開第７８１５０９４号明細書
【特許文献６】独国特許発明第１９６２７４１７号明細書
【特許文献７】独国特許出願公開第２０２００６０１５８７６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、特許文献１から出発して、本発明の課題は、常設的にかつ状況とは独立して走
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行と交通の安全性を向上させるミラーアセンブリを提供することである。さらに、本発明
の課題は、前記ミラーアセンブリを備える車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は、それぞれ請求項１及び請求項１０に記載の特徴によって達成される。
【０００９】
　ミラーアセンブリの複数のガラスユニットのうちの１つに常設視覚マーキングを施すこ
とによって、運転者の注意はこのマーキングされたミラーに向かう。この結果、認知時間
が短縮される。この文脈において認知時間と呼ばれるのは、ミラーアセンブリを利用して
交通空間を見ることを決定してから、その状況に最も適切な１つのミラーの中に問題とな
る危険を認識するまでの時間の長さのことである。このようにして、安全性の向上が簡単
な方法で、そしていかなるセンサーや電子機器も付加することなく達成される。人間は視
覚的な印象から状況を潜在意識的に構築することが非常に素早くできるようになる。その
結果、ミラーを少し見ただけであっても、関連付けられた視野を提供するミラーへの視線
の配分の仕方が、ミラーそれ自体の視覚的印象とともに、自動的に蓄積される。運転者が
与えられた走行状況に基づいて好都合な視野を潜在意識的に思い起こすと即座に、運転者
は正しいミラーを見るであろう。これにより、個々の走行状況に好都合なミラーを選択す
るのに要求される敏速性は向上する。本願発明に係るミラーアセンブリにおいては、メイ
ンミラーと広角ミラーが視覚的に識別され、これにより、個々の状況において望ましいミ
ラーに視線をより早く集中させられ、有益である。
【００１０】
　請求項２に係る発明の有利な様態によると、メインミラーには常設視覚マーキングが施
されている。車両のバックミラー（２００３年１１月１０日の欧州議会及び理事会指令２
００３／９７／ＥＣのクラスＩＩ又はＩＩＩによる視界）を見る時には、たいていの場合
は、メインミラーの視界を確認することが必須であるので、常設視覚マーキングにより、
ごく初期からメインミラーに注意が向けられるため、認知時間が特に短くなる。
【００１１】
　請求項４に記載された様態によると、常設視覚マーキングは、メインミラーのミラーガ
ラスが付加的なミラーと異なる色調を有することによる。このようにすることにより、ミ
ラーに映る像を見たときに異なる色の印象が再生され、その結果、色の印象の視界への関
連付けが促進される。
【００１２】
　ミラーに異なる色調を選択するには、例えばクロムめっきミラーのように旧来どおりに
したミラーガラスと、例えば特許文献７に開示されるように青いミラーとしたそれ以外の
ミラガラスーの組み合わせとすることが有利である。
【００１３】
　請求項６に係る発明の別の有利な実現法によると、常設視覚マーキングは、種々のガラ
スユニットの反射率の大きさを異ならせることによって実現される。さらに、明度を異な
らせることは、視界が良好であることが特に重要な夕暮れ時や夜間にとりわけ重要となる
別の利点をもたらす。暗いメインミラーと反射率の高い広角ミラーを選択し組み合わせる
ことにより、以下の利点がもたらされる。つまり、後方から近づいてきてメインミラーを
使用して見られる車両は、通常の場合よりもドライバーにとって眩しく見えなくなる。一
方、近傍の環境は、通常の明度で見ることができ、メインミラーとの差異によってさらに
強調されて見えさえする。また一方、広角ミラーにはっきりと大きな曲率を持たせておく
ことにより、メインミラーと比較して眩しさはある程度軽減される。
【００１４】
　メインミラーと広角ミラーの反射率の差は、好ましくは少なくとも１０％である。これ
が請求項７である。
【００１５】
　常設視覚マーキングは、色によるマーキングの形でとりわけ簡単な方法で実現すること
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ができる。これが請求項８である。この場合、個々のミラー自体又はそれぞれのミラーの
フレームに常設の色によるマーキングを施すことができる。色によるマーキングは適用す
るのが容易であり、かつ視覚的に目立ちやすいようにデザインすることができ、その結果
として注意を引く程度を高くすることができる。
【００１６】
　図１から分かるとおり、特に互いに近接して配置された複数のミラー、例えばメインミ
ラーともう１つのミラーについて、１つのガラスユニットだけをマーキングすることが有
益である。実用車両の場合は、図１に記載されたように第２のミラーは一般的には広角ミ
ラーである。同様に、バスのミラー（図示しない）の場合には、例えばメインミラーに乗
降場所を見るミラーを組み合わせるのが慣例である。
【００１７】
　残りの従属請求項は、本発明の更なる有利な様態に関するものである。本発明の更なる
詳細、特徴、及び利点は添付図を参照しながらの以下の好ましい実施例についての説明か
ら明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るミラーアセンブリをトラックの運転室から見た概略
図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係るミラーアセンブリをトラックの運転室から見た概略
図である。
【図３】メインミラーのガラスユニットの断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１はトラック２の運転室から、フロントガラス４及び右の窓６を通して右前へ斜めに
複数のミラーを含むミラーアセンブリ１０を見たところである。ミラーアセンブリ１０は
、メインミラー１２とその下に配置された広角ミラー１４からなる。ミラー１２、１４は
車両２の右側面にそれぞれに適したミラーアーム１６及び１８を介して固定されている。
フロントミラー２０は上方から運転者の視界に突き出ている。フロントミラー２０を使っ
て、運転者は車両２のすぐ前の領域を見ることができる。車両の右側面にはランプミラー
２２が上方から出ており、右側の窓越しに運転車が見ることができる。ランプミラー２２
を使って、運転者は車両２のすぐ右側の領域を見ることができる。
【００２０】
　図１によると、メインミラー１２はミラーハウジング２６の内部に配置されたガラスユ
ニット２４を有する。さらにガラスユニット２４はミラーガラス３０が中に固定されたフ
レーム２８を有する。ミラーガラス３０を上から見ると、フレーム２８はミラーガラス３
０の縁の所に見える。同様に、広角ミラー１４は類似の方法でフレーム３６の中に固定さ
れたミラーガラス３４を備えるガラスユニット３２を有する。
【００２１】
　図１の実施形態において、メインミラー１２のミラーガラス３０は青い色調を呈してお
り、それによって広角ミラー１４との間に視覚的な差異が設けられており、常設視覚マー
キングが実現されている。図１においてはこの青い色調はミラーガラス３０の網掛け３８
によって表現されている。これに対して、広角ミラー１４のミラーガラス３４はいくぶん
色について中立的な印象を与えるクロムめっきミラーである。同様に、フロントミラー２
０及びランプミラー２２のミラーガラスは、色について中立的な設計とされる。このよう
にメインミラー１２とミラーアセンブリ１０の他の付加的なミラー１４、２０、２２との
間に目に付きやすい差異があるために、運転者の注意は何よりもまずメインミラー１２、
つまり最も頻繁に必要となるであろう視界を有するミラーに向かう。
【００２２】
　それに加えて、又はその代わりに、常設視覚マーキングは、メインミラー１２のミラー
ガラス３０の反射率を、広角ミラー１４のミラーガラス３４の反射率よりも低くすること
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が特に重要な夕暮れ時及び夜間にとりわけ重要となる別の利点がもたらされる。暗いメイ
ンミラーのガラス３０とそれより反射率の高い広角ミラーのガラス３４を選択し組み合わ
せることにより、以下の利点がもたらされる。つまり、後方から近づいてきてメインミラ
ー１２を使用して見られる車両は、通常の場合よりもドライバーにとって眩しく見えなく
なる。一方、近傍の環境は、通常の明度で見ることができ、メインミラー１２との差異に
よってさらに強調されて見えさえする。また一方、広角ミラー１４にはっきりと大きな曲
率を持たせておくことにより、メインミラーと比較して眩しさはある程度軽減される。
【００２３】
　図２は本発明の別の形態を示す概略図であり、図１の実施例と異なっているのは、常設
視覚マーキングがメインミラー１２のフレーム２８の色によって実現され、その色が通常
黒色をしているハウジング２６及び広角ミラーのフレーム３６と高い色のコントラストに
よって区別されている点にのみである。例えば、フレーム２８を鮮やかな赤色又はオレン
ジ色に彩色することができる。これは斜線掛け４０により表現されている。メインミラー
１２のフレーム２８の常設の視覚的に異なる彩色４０は、同様に、運転者の注意を何より
もまずメインミラー１２に向けさせるのに機能する。
【００２４】
　その代わりに、常設視覚マーキングは、単独の色のついた点又は照明された面によって
実現してもよい（図示しない）。
【００２５】
　本発明は好ましい実施形態がよく理解されることを意図して開示されているが、本発明
はその範囲を逸脱しない限りにおいて別の方法でも実現することができることに注意が必
要である。従って、添付された請求項に提示される本発明の範囲を逸脱しない限りにおい
て、本発明はいかなる可能な実施形態も、また提示された実施例の実現できるいかなる様
態も含むものと理解されるべきである。
【符号の説明】
【００２６】
　２　車両、トラック
　４　フロントガラス
　６　右側の窓
　１０　ミラーアセンブリ
　１２　メインミラー
　１４　広角ミラー
　１６　上の保持アーム
　１８　下の保持アーム
　２０　フロントミラー
　２２　ランプミラー
　２４　メインミラーのガラスユニット
　２６　メインミラーのミラーハウジング
　２８　メインミラーのフレーム
　３０　メインミラーのミラーガラス
　３２　広角ミラーのガラスユニット
　３４　広角ミラーのミラーガラス
　３６　広角ミラーのフレーム
　３８　常設視覚マーキング、青い色調、網掛け
　４０　常設視覚マーキング、フレームの色、斜線掛け
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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